
17 

 

 

  

唐津市呼子交流促進施設

【備考】

【担当課】　　　　　　　　　　　　

呼子市民センター産業・教育課　　

【電話番号】　　　　　　　　　　　

0955-53-7165　　　　　　　　　  

・令和５年４月１日以降に施設を利用する場合（ただし、令和４年１２月２３日より前に許

可を受けた場合を除く）は、改正後の使用料となります。

・利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げます。

小研修室 2,200円 370円

大研修室 4,400円 740円

区分
改正前 改正後

（1日当たり） （1時間当たり）


